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　問題の所在
Ⅰ　比例性原則の起源とEU法への導入
　１．EC法と比例性原則
　２．EU設立と比例性原則規定の設置（以上20号）
Ⅱ　EUの民主的統制と比例性原則をめぐる課題
　１．EU法の改正と比例性原則の位置づけの変化
　２．EUの民主的統制に向けた比例性原則の課題
　小　結

Abstract
　 This paper tries to reveal the signifi cance and the problem about the “Proportionality as a 
General Principle of EU Law” on the security of fundamental human rights. Part （1） mainly 
tried to demonstrate the history of the introducing the principle connected with the principle of 
subsidiarity since the activity of the unity of Europe during World War Ⅱ （see the Faculty 
Journal, No. 20）.
　 Part （2） fi rstly tries to verify the signifi cance of the “Proportionality” provided as a principle 
of the basic competences of the Union on the Art. 5 TEU through the Lisbon Treaty. But, 
because of the “open textured” nature, it needs to be applied under the strict conditions not to 
put the Union’s benefi t intentionally before that of the member states in the fi eld of securing 
fundamental human rights. Today, the contents and forms of the institutions’ acts are limited 
within the Union’s aims through the monitoring system under “the Protocol on the application of 
the principles of subsidiarity and proportionality”. Thus, from the viewpoint of democratic 
controlling over EU, it is necessary to verify the applied cases of the proportionality connected 
with the principles of “conferral” and “subusidiarity”.
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Ⅱ　EUの民主的統制と比例性原則をめぐる課

題

１．EU法の改正と比例性原則の位置づけの変

化

（1）設立後のEU条約改正を通じて
　EUはその発足後における加盟国の増加と諸
問題に対応しつつ、さらに機構改革を進めてい
くことになる。第１回目の改正条約として1997
年に制定された「アムステルダム条約（the 
Amsterdam Treaty）」は、99年に発効した。
同条約を通じたEU条約の改正により、機構の
基本権保障機能は強化されている53。旧 F条は
第６条へと改正された。同条第1項によって、「連
合は、自由、民主主義、人権及び基本的自由の
尊重の諸原則、及び法の支配、構成国に共通な
諸原則を基礎とする」と明記された54。旧第Ｆ
条２項は文言の変更なく第６条２項となり、新
たに国家的な一体性に関する規定が第３項とし
て規定された55｡ また、第7条も新設され、共
同体の人権保障機能の制度的な強化が試みられ
ている。同条第１項では、理事会の権限として
「第６条１項に掲げる諸原則に対する重大かつ
継続的違反の存在を認定すること」を認めた。
同条第２項では、理事会を通じた違反国に対す
る一定の権利停止という法的制裁が加えられて
いる。
　次に、99年のケルン欧州理事会では、EU水準
で保障されるべき基本権を憲章形式で明示的に
固定すべきであるとする旨の見解が示された56。
これを受けて、同年末には元ドイツ連邦憲法裁
判所裁判官であり、元ドイツ連邦大統領であっ
たヘルツォーク（R. Herzog）を議長として、「欧
州諮問会議（the European Convention）」が
設置された。その結果、2000年のニース欧州理
事会ではEC主要３機関による「EU基本権憲章
（Charter of Fundamental Rights of the European 
Union）」が宣言されるに至った57。同宣言は法

的拘束力をもたないものの、具体的な基本権保
障条約の策定に向けた重要な道義的指針を示す
こととなった。そして、01年には第２回目のEU
改正条約となる「ニース条約（the Nice Treaty）」 
が採択された。同条約における「連合の将来に
関する宣言（Declaration on the Future of the 
Union）」の23では、基本権憲章の地位の問題
がEUの将来に関する議論の中で取り上げられ
ることが明示されている58。
　さらに、03年のニース条約発効とともに、
EUは抜本的な機構改革に着手する。それは、
EU条約に代わる新たな基本条約としての、欧州
憲法条約の策定であった59。欧州憲法条約草案
の起草に当たったのは、2002年に設置された新
たな欧州諮問会議である。同会議の構成員は、
加盟予定国を含む各国政府代表、各国議会およ
び欧州議会の代表であった。その結果、いわゆ
る「欧州憲法条約最終草案（Draft Treaty 
establishing a Constitution for Europe）」が03
年に同諮問会議で採択された。同草案はその後
の修正を経て、04年に欧州理事会にて「欧州憲
法条約」として全会一致で採択されている60。
その正式名称が「欧州の憲法を設立する条約」
であるとおり、欧州憲法条約は国内法上と同義
の憲法ではなく、むしろ将来の欧州統合に向け
た包括的な基本条約であった。同条約第Ⅱ部で
は、「EU基本権憲章」が若干の修正を経てEU
法上初の具体的な基本権保障規定として編入さ
れている。同憲法条約は未発効となったが、そ
の本質は次の改革条約に受け継がれることと
なった。
　なお、ここまでの条約改正を通じて、補完性
原則および比例性原則に関する大きな規定内容
の変更はない。アムステルダム条約を通じて、
EU条約第 B条が第２条へと変更されるととも
に、EC条約第３b条は第５条に変更されている。
特に、同原則は欧州憲法条約第１部第３編（連
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合の権限）ではより明確に位置づけられている。
同条約第11条１項によれば、「連合の権限行使
は補完性及び比例性の原則によって規律され
る」。また第３項によれば、「補完性原則に基づ
き、自らの排他的権限に属しない分野において、
連合が唯一行使できるのは、その意図した行為
が構成国の中央若しくは地域的水準では十分に
達成し得ないか、又は提案された行為の規模若
しくは効果を理由として連合水準における方が
よりよく達成しうる場合に限られる」。ただし、
アムステルダム条約において、「補完性および
比例性原則の適用に関する議定書（Protocol on 
the application of the principles of subsidiarity 
and proportionality）」が新たに設けられた点
は重要である61。
　同議定書前文によれば、両原則の適用基準を
より性格に定義するとともに全機関によるそれ
らの厳格な遵守と一貫した実行を確保する目的
で、EC条約旧第３条 bに収められた両原則の
適用条件を定めるとする（第１文）。また、諸
決定はできるかぎり連合市民に添う形で行われ
ることを望むとする。第１条では、「各機関は
自らに委譲された権限を行使するに当たり、補
完性原則の遵守を確保しなければならない。同
様に比例性原則も遵守も確保しなければならず、
同原則に従って共同体のいずれの行為も当該条
約の目的達成にとって必要な範囲を超えてはな
らない」とする62。
　同議定書の基本的内容は、後の欧州憲法条約
においても「補完性および比例性原則の適用に
関する議定書」として踏襲されている63。

（2）リスボン条約による抜本的な機構改革
a．改革の概要
　しかし、欧州憲法条約は2005年にフランスお
よびオランダにおいて、その批准をめぐる国民
投票を通じて否決される64。このため、すでに

27カ国を抱えていたEUは、同条約発効に向け
た全加盟国の批准が見込めない状況に陥った。
07年前半の欧州理事会議長国であったドイツは、
欧州憲法条約を事実上断念する一方で、同条約
の基本的趣旨を継承してEU条約の大改正を行
い、機構制度改革を進める方針を述べた。同年
７月には EU改革条約に関する「政府間会議
（Intergovernmental Conference；IGC）」が開
催され、議長国ポルトガルから「EU改革条約
案（draft reform treaty）」が配布された65。
IGC は、欧州理事会より改革条約の条文策定の
権限を付与され、EUの機構改革、司法 ･内閣
分野での協力の強化および欧州議会の権限強化
等を骨子とした策定作業に当たった。また、人
権保障分野では、引き続きEU基本権憲章に対
して法的拘束力を付与すべきであるかという問
題が検討されている66。その結果、同条約案は
「リスボン条約（the Lisbon Treaty）」として、
07年12月17日に EU 首脳会議で調印されるに
至ったのである67。同条約は全構成国の批准を
経て09年12月１日に発効した。
　第３回改正条約たるリスボン条約を通じて、
これまでのEUの複雑な機構構造は一本化が図
られている。従来のEUは、経済共同体として
の「欧州共同体（European Community, EC）」、
政府間主義的な「共通外交 ･安全保障政策（the 
Common Foreign and Security Pol icy, 
CFSP）」および「警察 ･刑事司法協力（Police 
and Judicial Cooperation in Criminal Matters, 
PJCC）」の３本柱構造から成っていた68。今回
の改正により同構造は廃止され、EU および
ECの区別も廃止されてEUに一本化された（第
１条）。
　これにより、総則としての「EU条約（the Treaty 
on European Union, TEU条約）」の名称はその
まま維持される一方、各則としてのEC条約は
「EU運営条約、またはEU機能条約（the Treaty 
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on the Functioning of the European Union, 
TFEU条約）」に改称されることとなった。なお、
２つの条約は「同一の法的価値（the same 
legal value）」を付与されてそれぞれ存続する
ため、国家の基本法に類似した意味での憲法的
性格はもたない。また、CFSP については、政
府間協力を保つ形で総則と各則がともにEU条
約に規定されている。この点において、今回の
一本化によっても従来の政府間主義は廃止され
ずに、EUは事実上の二本柱構造となっている。
さらに、EUの司法制度についても、裁判の迅
速化や管轄権強化に向けた改革が行われた。新
しい体制においては、「EU 司法裁判所（the 
Court of Justice of the European Union）」と
いう総称の下に、「司法裁判所（the Court of 
Justice）」、「総合裁判所（the General Court）」、
および複数の「専門裁判所（specialized courts）」
が含まれることとなった69。

b．補完性および比例性原則の新たな位置づけ
　その結果、改正後のEU条約には民主主義、
基本権保障、補完性原則および比例性原則に関
する規定に大きな改正がなされている。同条約
の目的と趣旨を表す「前文」では、欧州人権条
約前文に対応して、「不可侵で奪いがたい人間
の権利、自由、民主主義、平等及び法の支配と
いう普遍的な価値を発達させてきた、ヨーロッ
パの文化的、宗教的、及び人道主義的遺産から
示唆を得て」という一節が挿入された70。
　条約本文について、第２条には「連合の価値
（The Union’s values）」という新たな規定が設
置された。同条前段は、連合が「人間の尊厳、
自由、民主主義、平等、法の支配の尊重、及び
少数者に帰属する人格的権利を含めた、人権の
尊重に基づいて設立される」と述べる。また後
段では、これらの価値が、「多元主義、非差別、
寛容、正義、結束及び男女間の平等が普及して

いる社会に存在する構成国にとって共通であ
る」とする71。また、目的条項としての第３条（旧
第２条）は大きく変更されている。同条第1項
では「連合の目的は平和、その価値、及び人々
の幸福を促進することである」と定めた。これ
を受けて、同条第３項２段では、連合が「社会
的排除及び差別と戦い、社会的正義及び保護、
男女間の平等、世代間の結束、及び子どもの権
利の保護を促進しなければならない」とした72。
そして、同条第５項では、第１文が「より広範
な世界との関わりから、上記の諸価値及び利益
を支持しかつ促進し、また連合市民の保護に貢
献しなければならない」と規定している73。
　次に、改正第６条は基本的に旧第6条を踏襲
しながらも、欧州憲法条約上の関連条項（第Ⅰ
部第９条）の趣旨を引き継ぐ形で規定されてい
る。第６条は「基本的権利（fundamental rights）」
を定め、全体で３項からなる74。
　第１項によれば、「連合は2000年12月７日の
基本権憲章が提唱した権利、自由及び原則につ
いて、2007年12月12日にストラスブールで修正
されたことにより、両条約と同価値を有するも
のとして認める（第１段）75。同憲章の規定は、
いかなる場合にも両条約が定義する連合の権限
を越えてはならない（同項第２段）76。同憲章
における権利、自由及び原則はその解釈及び適
用について規律する同憲章第Ⅶ編の一般規定に
従うとともに、同憲章が述べた説明で、これら
の規定の淵源を詳述したものに相当な考慮を
払って解釈される（同項第３段）77」。
　第２項によれば、「連合は欧州人権条約に加
入する。この加入は両条約が定義する連合の権
限に影響してはならない78」。
　第３項によれば、「欧州人権条約が保障する
とともに構成国に共通な憲法上の伝統に由来す
る基本権は、連合法の一般原則を構成する79」。
　ここにおいて、EU基本権憲章は EU条約上



―　　―49

の明文規定としては直接編入されないものの、
一定の法的拘束力を付与されたといえる。また、
構成国に共通な憲法上の伝統に基づく基本権で
欧州人権条約が保障するものは、もはや尊重さ
れる段階に留まらず、EU法の一般原則を構成
するとされるに至った。これによって、ようや
くEU条約は自らの基本権保障規定を明文で有
することとなった。
　なお、リスボン条約の「政府間会議最終文書
（Final Act of the Intergovernmental Conference）」 
において、基本権保障との関わりから重要な宣
言がなされている80。
　「1．EU基本権憲章に関する宣言（Declaration 
concerning the Charter of Fundamental Rights 
of the European Union）」によれば、法的拘束
力を有する同宣言は、欧州人権条約が保障しか
つ構成国に共通な憲法上の伝統に由来するもの
としての基本的人権を確保する。ただし、同憲
章は連合の権限を越えた連合法の適用分野に及
んだり、連合の為に新たな権限又は職務を創設
したり、また諸条約に定義された権限や職務を
修正したりすることはない。EU首脳会議にお
けるリスボン条約調印に先立ち、同基本権憲章
は修正を経て2007年12月に再公布されている81。
　「2．欧州連合条約第６条２項に関する宣言
（Declaration on Article6 （2） of the Treaty on 
European Union）」によれば、政府間会議は、
連合の欧州人権条約への加入が連合法に固有の
特徴を保持しつつ調整されねばならないことに
合意する。この関連において、同会議はEU司
法裁判所と欧州人権裁判所との間に定期的な意
見交換が存在することを強調する。
　「17. 優越性に関する宣言（Declaration concern-
ing primacy）」に関して、EU条約および EU
運営条約にはこれを明文化した規定は存在しな
い。ただし、同宣言によって政府間会議は次の
内容を確認している。すなわち、十分に確立さ

れたEU裁判所の判例法に従って、両条約およ
びこれらを根拠として連合が採択した法は、同
判例法が定めた諸条件の下で構成国の国内法に
優越する。また、同最終文書の付記は、EC法
の優位性に関する理事会法務部の意見を加える
ことにつき、政府間会議が決定した旨を表して
いる82。
　次に、補完性原則および比例性原則に関して
は、条約上の位置づけに変更が見られる。改正
前に連合の目的に関する第２条に規定されてい
た両原則は、機構の権限に関する基本原則を定
めた第５条に置かれている。
　同条第１項では、「連合の権限の限界は権限
付与（conferral）原則によって規律される。連
合の権限行使は補完性（subsidiarity）原則およ
び比例性（proportionality）原則によって規律
される83」。同条第２項は、権限付与の原則につ
いて規定している。
　同条第３項では、第１段において「連合は補
完性の原則に基づいて、自らの排他的権限に属
しない領域において、提案された行動の目標が
構成国によっては中央又は地域及び地方水準で
は十分に達成しえず、提案された行動の規模又
は実効性を根拠に、むしろ自らによって当該目
的が達成しうる場合においてのみ行動しなけれ
ばならない」と定める84。また、同項第２段に
よれば、「連合の機関は、補完性及び比例性原
則の適用に関する議定書に定める補完性の原則
を適用しなければならない。国内議会は、当該
議定書に述べられた手続に従って当該原則の遵
守を確保しなければならない85」。
　その上で、同条４項では「比例性原則に基づ
き、連合の行動の内容及び形式は、諸条約の目
標達成に必要な程度を超えてはならない」と規
定する86。比例性原則がその趣旨のみならず、
“Proportionality”として初めて EU 条約中に
明記された点は重要である。
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　また、民主主義については、新設された第２
編において関連規定が設けられた。第９条から
第12条までは「民主主義の原則に関する規定
（PROV I S I ON S  ON  DEMOCRAT I C 
PRINCIPLES）」として定められている。第９条
によれば、「連合はそのすべての活動において、
市民の平等の原則を遵守し、市民は、連合の各
機関及び各組織から等しく注意を払われる。連
合市民権は、国民が有する市民権に追加される
ものであって、それに代位するものではない87」。
また、第10条は EUの運営における「民主主義」
を明確に位置付けている88。

２．EUの民主的統制に向けた比例性原則の課

題

（1）EUの基本権保障と比例性をめぐる問題
　以上、戦後における欧州統合運動の過程を通
じて旧 ECは EUへと発展してくとともに、比
例性原則は構成国を通じたこれらの民主的な運
営に寄与すべく、徐々に機構法へと導入されて
いった。今日において、比例性原則は補完性原
則に基づくEUの行動の範囲をさらに規律する
法原則としての意義と役割をもつに至っている。
同原則に基づき、個々の目的達成に比例して採
られねばならないEUの行動手段とは、およそ
以下のことを意味するとされる89。各構成国の
合法的な経済活動の制限が正当化されるのは、
採られる措置が正当に追求されるEU全体の公
共目的を達成するために適切かつ必要である場
合に限定される。複数の適切な措置が選択肢と
して存在する場合、最も負担の少ない措置が選
択されなければならない90。制裁は、違反行為
の重大性に比例しなければならない。また、他
者にとって重要性が非常に低いことを達成する
ために、一定の者に負担を課してはならない91。
一般的な共同体規範の適用が除外されるのは、
その目的を達成するのに必要な内容に限定され

る。
　ただし、同機構の民主主義を貫く上で比例性
原則をめぐる問題点も指摘されている。これが
顕著に表れたのが、基本権保障をめぐる裁判を
通じた「法の一般原則」の適用場面である。し
たがって、以下では比例性原則をめぐる基本的
な課題について触れることとする。

a．機構の民主主義と主権移譲をめぐる問題
　EUにおける民主主義を論じる場合、憲法に
基づく国内社会と国際法に基づく国際社会とで
は同概念の把握の仕方に違いがある点に留意す
る必要がある。
　国内社会と民主主義を考える場合、その基礎
をなすのは市民社会である。一般に、近代以降
の市民社会は18世紀後半以降の市民革命を契機
とした欧州社会を典型として捉えられており、
絶対主義時代における特権階級による支配から
の「個人の自由」を確保するために形成されて
きた92。市民社会において、自己のあり方を自
らの責任で決定しうるという自律性に至上の価
値を置く考え方は、「自由主義原理」として例
外を許さない基本的な価値原理となった93。個
人の自由の核をなすものは、人間理性の担い手
としての「人格の自由」である94。ゆえに、い
わゆる「人間の尊厳（human dignity）」とい
う概念は、一人ひとりの市民が人格の担い手と
しての自由を尊重されるという意味で形成され
ていったのである。こうして、市民は自由で自
律した人格の担い手として把握されることと
なった。
　このような近代市民社会では、私的自治を旨
とした資本主義構造の下で市民国家としての法
治国家が形成されていった95。ここで治者と被
治者が同一であらねばならないとする「民主主
義原理」が確立する96。民主主義原理とは、自
由主義原理を統治の側面から捉え直したものと
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いえる。そして、２つの普遍的な価値観を前提
として、国家における基本的な政治のあり方を
定めるために、立憲民主主義が導かれることと
なった。立憲民主主義国家において、個々の国
民を人格の担い手として尊重するという考え方
は「個人の尊厳（尊重）」という憲法の基本原
理として捉えられるに至る97。立憲民主主義国
家の段階において、個人の尊厳の核をなす人格
とは従来までの抽象的な把握にとどまらず、裁
判を通じて救済されるべき具体的な内容を意味
することとなった98。
　他方、従来までの国際法上の民主主義につい
ては、一般に独立した主権国家間の平等という観
点から、主に国連等の国際機構内部における構
成国の平等が論じられてきたにすぎなかった99。
これに対して、国家主権の一部を高権的権利と
して移譲することで成立しているEUについて
は、かねてから「民主主義の赤字（democratic 
defi cit）」と呼ばれる問題が提起されてきてい
る100。民主主義の制度的保障とは、普通選挙に
よって選出された議会が行政府を統制すること
を意味してきた。EUの場合、民主主義の赤字
概念とは一義的でないものの、およそ中核機関
たるECの政策決定に欧州議会や構成国（加盟
国）議会が十分に統制できていない状態を意味
してきた。EC内部の運営においては、むしろ
説明責任を負わない理事会に立法権が委ねられ、
加えて提案権を独占する委員会が過大な政治的
権力を有してきた、と批判されてきたのである。
ゆえに、問題解決のためには国内における民主
主義を対外的関係においても貫徹させるか、ま
たはそれが困難な場合には、国家を超えた場に
おける国際的決定に何らかの民主的統制を施す
手段を確保することが必要であると指摘されて
きた。補完性原則や比例性原則がEU法におい
て明文化された背景には、EUにおける民主的
統制の要請が強く窺える。

　しかし、補完性原則がEUの目的達成と直接
的に関わるのに比べて、比例性原則は補完性に
基づくEUの行動自体の目的と正当性を規律す
るにすぎない。ゆえに、比例性原則に照らした
同機構の行為が許容される範囲は、その公益性
という観点から広範囲に及ぶ傾向にあるといえ
る。これが顕著に表れたのが、旧EC時代にお
ける基本権保障をめぐる共同体および構成国間
の裁判である。すでに創設期より、旧共同体は
経済問題との関連から生じる人権問題への対応
を迫られてきたが、国内法に対するEC法の優
位性を主張するにとどまり、抜本的な解決には
至らなかった。ゆえに、基本権保障規定の欠缺
に対する機構の不作為を契機として、さらに構
成国の高権的権利委譲をめぐる問題が顕在化す
ることとなったのである101。

b．基本権保障と比例性原則をめぐる裁判例
　構成国の人権保障をめぐる旧共同体の消極的
な姿勢を転換させる契機となったのは、1974年
の西ドイツ連邦憲法裁判所の決定である
（solange Ⅰ Beschluß）。当時の EC 法による
貿易規制の違憲性が争点となった本決定におい
て、「連邦憲法裁判所（Bundesverfassungs-
gericht）」は EC法に基本権規定が含まれてい
ないために、それができるまでの間は同憲法裁
判所が違憲審査権をもつことができると判示し
た102。ドイツはECSC設立以来の主要構成国で
あり、同国の連邦憲法裁判所が基本権分野にお
ける共同体法の優位性を否定したことは、「基
本的人権」を機構への委譲が不可能な絶対的主
権の要素として認める意味をもった。ゆえに、
同決定は他の構成国の類似裁判にも強い影響を
与えることとなった。
　ECJ が初めて基本権に言及したのは、69年
の“Stauder”事件判決においてである。同判
決の傍論では、「その遵守を確保する EC法の
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一般原則には、人の基本権が含まれる」と判示
されている103。また、74年５月14日の“Nold v 
Commission”事件において、同裁判所は人権
保護の淵源を ｢加盟国に共通の憲法的伝統｣ の
みならず、｢加盟国が共同で作成し、または署
名国となっている国際人権保護条約｣ にまで求
めている104。これは50年の「欧州人権条約」を
指すものであった105。75年、ECJ は“Rutili v 
Minisuter of the Interior”事件において、欧
州人権条約をECにおける基本的人権保護の根
拠として、初めて明示的に判示する106。これを
受けた共同体の主要機関は、77年に基本的人権
を尊重する旨の共同宣言を行った107。ECJ は79
年の“Hauer v Land Rheinland-Pfalz”事件判
決を通じて、欧州人権条約が共同体の人権保護
の淵源であり、このことが同共同宣言を通じて
既に証明されていると見なした108。91年には、
欧州人権条約が共同体の基本権保障の主要な淵
源であるのみならず、同人権尊重原理に矛盾す
る措置を受け入れることはできないと判示され
た109。そして、EUにおいて基本権保障規定は
設置されるに至る。
　こうした旧ECにおける基本権保障の進展過程
では、法の一般原則としての「基本的人権」と
「比例性原則」が対立した事例が存在する。その
典型例としては、1994年の“Ｘ v Commission” 
事件が挙げられる。本件は旧共同体時代の89年
に起きた事件であり、EC委員会臨時職員の採
用審査時に応募者本人の同意なく実施されたエ
イズ検査に関する裁判である110。同裁判では、
共同体諸条約や慣習国際法によらずに、「法の
一般原則」によって直接的に問題の解決が図ら
れている。ここでは、応募者の「プライバシー
（privacy）権」保護と健康診断実施による「共
同体の一般的公益（general public interest）」
が衝突した。92年の第１審裁判所では応募者た
る原告の訴えがすべて却下されたために、ECJ

が控訴審として法律上の審査を行った。結果と
して控訴審では、委員会の行為が共同体の目的
である一般的公益を逸脱しており、過度のプラ
イバシー権の侵害であると判断されたのである。
たしかに、欧州人権条約第８条および共同体加
盟国共通の憲法の伝統に照らして、ECJ はプ
ライバシー権を共同体の法秩序が保護すべき基
本的人権のひとつであると認めている111。しか
し、共同体の目的である一般的な公益に合致し、
保護されている権利の本質を侵害しない限り、
基本的な権利に制限を設けてもよいとも判示さ
れている。ゆえに、本判決全体の文脈からは、「比
例性原則（proportionarity）」に基づくプライ
バシー権の制限自体が完全に否定されたのでは
なく、むしろ共同体の一般的な公益に合致する
限りは機構の目的に適った手段であるという趣
旨が読み取れるのである。すなわち、いずれも
共同体法において明文化されていない「法の一
般原則」として認められながらも、「EC法秩
序に内在する原則」としての比例性は、「構成
国の特性に由来する原則」としてのプライバ
シー権に優先すると解され、その判断基準は
個々の事例に応じた ECJ の自由裁量に委ねら
れていたといえよう。そして、EUの設立とと
もに、「基本的人権」および「比例性」はとも
にEU法における条約上の原則として明文化さ
れるに至っている。

（2）機構の民主的統制に向けた同原則の課題
　リスボン条約による今回の EU条約改正に
よって、比例性原則の位置づけは以前よりも強
調されている。連合の目的に関する新たな第３
条では、比例性の趣旨に沿った規定が窺える。
同条第６項によれば、「機構は、諸条約中に自
らに与えられた権限に相応しい適切な手段を通
じてその目的を追求する」と定める112。また、
機構および構成国間の権限を定めた改正第４条
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１項によれば、「第５条に従って、連合に与え
られない権限は構成国に残るものとする113」。
連合の権限に関する３原則を定める第５条以前
の条項に、条約目的に応じた手段の正当性を説
く比例性の趣旨が規定された点は、段階的に強
化されつつあるEUの権限を窺わせるものであ
る。リスボン条約政府間会議最終文書の「優越
性に関する宣言」によれば、十分に確立された
EU裁判所の判例法に従って、EU・TEFU 条
約およびこれらを根拠として連合が採択した法
は、同判例法が規定した諸条件の下で構成国の
国内法に優越する。したがって、前述の裁判例
からはまた、基本権保障をめぐる「比例性原則」
の適用基準も関連した判例法の蓄積を通じて構
成国の国内法に優先する形で形成されていくこ
とが窺える。
　ここにおいて、改めて重要となるのがアムス
テルダム条約を通じてEU条約の第７議定書と
なり、リスボン条約にまで受け継がれた「補完
性及び比例性原則の適用に関する議定書」の趣
旨である114。同議定書前文によれば、「締約国
は諸決定ができる限り連合市民のために行われ
ることを確保するように願い、欧州連合条約第
５条に規定された補完性及び比例性原則の適用
に関する要件を確定し、これらの原則の適用を
監督する体制を確立することを決議」すると述
べる。第１条では、いずれの機関も補完性及び
比例性原則の誠実な尊重を確保しなければなら
ないとする。第２条により、委員会は立法行為
を提案する前に意見を求めなければならない。
そのような意見とは、適宜、予定される行為の
地域的規模を考慮しなければならない。なお、
同議定書の目的に関して、「立法行為案（draft 
legislative acts）」とは、一定の立法行為を採
択するための委員会からの提案、一連の加盟国
からの発議、欧州議会からの発議、司法裁判所
からの要請、欧州中央銀行からの勧告及び欧州

投資銀行からの要請を意味する（第３条）。委
員会、欧州議会及び理事会は立法行為案及び同
修正案を、連合立法者と同時に国内議会に送ら
なければならない（第４条）。立法行為案は補
完性及び比例性の原則を尊重することより正当
化されるものとする。いずれの立法行為案も両
原則を遵守していることが判断できる詳細な意
見を含まなければならない（第５条）。また、
委員会は毎年欧州議会、理事会及び国内議会に
対して、欧州連合条約第５条の適用に関する報
告書を提出しなければならない。この年次報告
はまた経済社会委員会及び地域委員会に送付し
なければならない（第９条）。
　およそ上記の内容に従い、構成国および EU
諸機関を通じてEUの行動内容と形式が民主的
に確保されていくことになる。ただし、目的達
成にとって必要な手段を説く比例性原則自体に
ついて、同議定書においても具体的な審査の基
準が示されるまでには至っていない。依然とし
て統一的な基準をもたず、異なった文脈におい
て異なった利益を保護するために用いられる点
で、比例性原則は「開いた構造（open texture）」 
を本質的に備えており、必要とされる司法上の
精査の程度も異なる。にもかかわらず、ECJ
は同原則を適用するに当たって、その実体を全
面的には審査していないとも指摘されている115。
　同議定書前文が述べるとおり、機構による立
法行為はあくまでも連合市民のために採られな
ければならない。その際に、比例性原則が機構
自身にとって有利と判断する公共の利益の根拠
とならぬよう、構成国およびEU各機関によっ
て補完性および比例性原則の適用状況を監視し
つづけなければならない。

小　結

　EUにおける比例性原則は、大陸法系諸国の
国内法原則を起源としつつ、戦後の欧州統合運
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動を通じて補完性原則とともに国際機構の民主
主義を確保する法概念として形成されてきた。
リスボン条約により、連合の権限に関わる基本
原則として「比例性」がEU条約本文で明記さ
れた意義は少なくない。ただし、その開かれた
構造の抽象性ゆえに、特に基本権保障分野にお
いては恣意的に機構の利益を優先させることの
ないように、十分な適用上の根拠が求められね
ばならない。今日におけるEU各機関の行動内
容と形式については、機構の目的範囲にとどめ
るべく「補完性及び比例性原則の適用に関する
議定書」に基づいた監視体制が整えられてきて
いる。今後とも、同機構の民主的統制を図る観
点から、権限付与原則および補完性原則との関
わりを踏まえつつ、比例性原則の適用をめぐる
関連事例を検証していく必要がある116。

注
53 OJ 1997, C340．
54 Art. 6-1 : The Union is founded on the principles of liberty, 
democracy, respect for human rights and fundamental 
freedoms, and the rule of law, principles which are common 
to the Member States.

55 Art. 6-3 : The Union shall respect the national identities of 
its Member States.

56 中西優美子「欧州憲法条約草案におけるEU基本権憲章」
『海外事情平成15年10月号』、2003年、38頁以下。

57 同宣言は前文と54か条からなる（OJ 2000, C364/01）。
58 OJ 2001, C80（Final Act）．
59 OJ 2001, C80.
60 同憲法条約の規定は全体で４部から構成された。とりわ
け第Ⅰ部は前文および EUの構造を示す中核的な規定か
らなり、その第Ⅰ編では EUの定義と目的が規定されて
いる。同憲法条約における総則的な基本権保障については、
第Ⅰ部第２編を通じて規定された（CONV 850/03；庄司
克宏「欧州憲法条約草案の概要と評価」『海外事情平成15
年10月号』、2003年、14頁以下）。

61 同議定書は全13条から成る（OJ 1997, C340/105）．
62 （1） In exercising the powers conferred on it, each institution 
shall ensure that the principle of subsidiarity is complied 
with. It shall also ensure compliance with the principle 
of proportionality, according to which any action by the 

Community shall not go beyond what is necessary to 
achieve the objectives of the Treaty.

63 同議定書は全８条から成る（CONV 850/03, Protocol on 
the application of the principles of subsidiarity and 
proportionality）。

64 本質的な問題点として、欧州憲法条約における「憲法」
の文言に含まれる独自の意味が十分には全構成国に伝わ
らなかったということが挙げられよう。その正式名称が
示すように、同憲法条約草案は国内法上の憲法とは異なり、
「欧州の憲法を設立する条約」として将来の欧州統合に向
けた包括的な基本条約であった。本来、法概念としての「憲
法（constitution, Verfassung）」とは、国家の基本法を意
味するとともに、より一般化された組織体法という意味
も兼ね備えている。よって、憲法を広く組織体法として
捉えた場合はその対象を国家に限定せず、各組織団体の
内部構造や対外関係を緩やかに基礎づけることになる。
同憲法条約を通じても、EUは依然として高権的権利の委
譲を前提としており、当該憲法草案を通じて「欧州超国
家（ein europäischiser Superstaat）」を目指すものでは
なかった（バルテルス石川・アンナ「いわゆる「欧州憲
法草案」について」『ジュリストNo. 1252』、2003年、165頁；
山田晟、前掲書（注10）、661頁；山口昌子「欧州統合の
理念とは」『外交フォーラム2004年８月号』、2004年、26
頁以下；拙稿「EUの基本権保障に向けた国内公法原則の
類推適用」『敬和学園大学研究紀要14号』、2005年、116頁
以下）。

65 駐日欧州連合代表部ホームページ「EU改革条約に関する
政府間会議開始」at http://www.euinjapan.jp/media/news/
news2007/20070723/110000/.

66 CIG 1/07；駐日欧州委員会代表部ホームページ「改革条約」
at http://jpn.cec.eu.int/union/showpage_jp_union.european_
uinon.php.

67 OJ 2007, Ｃ306/1.
68 庄司克宏『EU法政策篇』岩波書店、2003年、131頁以下、
141頁以下。

69 庄司克宏編『EU法実務篇』岩波書店、2008年、ⅶ頁、
347頁以下、364頁以下；庄司克宏「リスボン条約（EU）
の概要と評価」『慶應法学10号』、2008年、198頁、200頁
以下、231頁。

70 リスボン条約発効時のEU条約およびEU運営条約は、（OJ 
2010, C 83/01）参照。2014年９月時点での両条約は、（OJ 
2012, C 326/01）参照。

 PREAMBLE : “DRAWING INSPIRATION from the 
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democracy, equality and the rule of law,”



―　　―55

71 Art. 2 : The Union is founded on the values of respect for 
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本的な価値原理として導かれ、「契約の自由」、「所有権の
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